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市川市使用料条例の一部改正について 

 

市川市使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２０年２月１８日提出 

市川市長  千 葉  光 行 

 

 

 

市川市条例第  号 

市川市使用料条例の一部を改正する条例 

市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第８施設使用料（貸切りの場合）の表を別紙のように改める。 

別表第８備考２を削り、同表備考３中「及び備考２」を削り、同表備考３を

同表備考２とし、同表備考４中「、備考２及び備考３」を「及び備考２」に改

め、同表備考４を同表備考３とする。 

別表第１１プール施設使用料の表中「プール施設使用料」を削る。 

別表第１１備品使用料の表を削る。 

附 則 

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 



 施設使用料（貸切りの場合） 

区  分 １時間当たりの額

一 般 ２,２５０円ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ に 使 用

する場合 学 生 １,１２０円
入場料その他

これに類する

金銭を徴収し

ない場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
７,５００円

アマチュアスポーツに

使用する場合 
１２,７５０円

全
面
を
使
用
す
る
場
合 

入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
２５,５００円

一 般 １,６８０円ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ に 使 用

する場合 学 生 ８４０円
入場料その他

これに類する

金銭を徴収し

ない場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
５,６２０円

アマチュアスポーツに

使用する場合 
９,５６０円

４
分
の
３
面
の
み
を
使
用
す
る
場
合 

入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
１９,１２０円

一 般 １,１２０円ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ に 使 用

する場合 学 生 ５６０円
入場料その他

これに類する

金銭を徴収し

ない場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
３,７５０円

アマチュアスポーツに

使用する場合 
６,３７０円

２
分
の
１
面
の
み
を
使
用
す
る
場
合 

入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
１２,７５０円
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第

１

体

育

館 

４

分 入場料その他

ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ に 使 用
一 般 ５６０円

  を使 これに類する する場合 学 生 ２８０円



金銭を徴収し

ない場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
１,８７０円

アマチュアスポーツに

使用する場合 
３,１８０円入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
６,３７０円

一 般 １,１２０円ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ に 使 用

する場合 学 生 ５６０円入場料その他これ

に類する金銭を徴

収しない場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
３,７５０円

アマチュアスポーツに

使用する場合 
６,３７０円

第

２

体

育

館 
入場料その他これ

に類する金銭を徴

収する場合 アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 
１２,７５０円

会  議  室 ２２０円

一 般 ５２０円
柔  道  場 

学 生 ２６０円

一 般 ５２０円
剣  道  場 

学 生 ２６０円

一  般 １,５７０円

 

 

 

信 

篤 

市 

全

面

を

使

用

す

る

場

合 

学  生 ７８０円



一  般 ７８０円

民 

体 

育 

館 

２

分

の

１

面

の

み

を

使

用

す

る

場

合 

学  生 ３９０円

一 般 ２,２５０円アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 学 生 １,１２０円
入場料その他

これに類する

金銭を徴収し

ない場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
７,５００円

アマチュアスポーツに使

用する場合 
１２,７５０円

全

面

を

使

用

す

る

場

合 

入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
２５,５００円

一 般 １,６８０円アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 学 生 ８４０円
入場料その他

これに類する

金銭を徴収し

ない場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
５,６２０円

アマチュアスポーツに使

用する場合 
９,５６０円

４

分

の

３

面

の

み

を

使

用

す

る

場

合 

入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
１９,１２０円

一 般 １,１２０円アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 学 生 ５６０円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第

１

体

育

館 ２

分

の

１

面

入場料その他

これに類する

金銭を徴収し

ない場合 

アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
３,７５０円



アマチュアスポーツに使

用する場合 
６,３７０円

の

み

を

使

用

す

る

場

合 

入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
１２,７５０円

一 般 ５６０円アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 学 生 ２８０円
入場料その他

これに類する

金銭を徴収し

ない場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
１,８７０円

アマチュアスポーツに使

用する場合 
３,１８０円

  

４

分

の

１

面

の

み

を

使

用

す

る

場

合 

入場料その他

これに類する

金銭を徴収す

る場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
６,３７０円

一 般 ５５０円アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 学 生 ２７０円入場料その他これ

に類する金銭を徴

収しない場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
１,８７０円

アマチュアスポーツに使

用する場合 
３,１８０円

第

２

体

育

館 
入場料その他これ

に類する金銭を徴

収する場合 アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
６,３７０円

第１会議室 ２２０円

第２会議室 １００円

一 般 ５２０円
第１武道場 

学 生 ２６０円

 

 

塩

浜

市

民

体

育

館 

第２武道場 

一 般 ５２０円



学 生 ２６０円

一 般 ５２０円
相 撲 場 

学 生 ２６０円

一 般 ２２０円

 

テニスコート 
学 生 １１０円

 



理  由 

 

市民サービスの向上を図るため、市民体育館を分割して使用するときの使

用料の額を定めるとともに、市民プールのコインロッカーの使用料を無料と

する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


